
 岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成 20 年 12 月 26 日 

                                            岩手県知事 達 増 拓 也  

岩手県規則第 91号 

   岩手県知事部局行政組織規則の一部を改正する規則 

 岩手県知事部局行政組織規則（平成 13年岩手県規則第 46号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （商工労働観光部の分課及びその分掌事務）  （商工労働観光部の分課及びその分掌事務） 

第10条 商工労働観光部に次の室及び課を置く。 第10条 商工労働観光部に次の室及び課を置く。 

 (１)～(６) ［略］  (１)～(６) ［略］ 

 (７) 労政能力開発課  (７) 雇用対策・労働室 

２ 商工企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 商工企画室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

 管理担当の分掌事務  管理担当の分掌事務 

 (１) ［略］  (１) ［略］ 

 (２) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章（紺綬褒章を除

く。）に関すること（労政能力開発課の主管に属するもの

を除く。）。 

 (２) 部内の事務に係る叙位、叙勲及び褒章（紺綬褒章を除

く。）に関すること（雇用対策・労働室の主管に属するも

のを除く。）。 

 (３)～(８) ［略］  (３)～(８) ［略］ 

３～７ ［略］ ３～７ ［略］ 

８ 労政能力開発課の分掌事務は、次のとおりとする。 ８ 雇用対策・労働室の分掌事務は、次のとおりとする。 

 ［略］  ［略］ 

別表第３ 本庁の部局等及び出納局の担当課長（第94条関係） 別表第３ 本庁の部局等及び出納局の担当課長（第94条関係）

 部局等及び

出納局 

室、課及び 

所 
担当課長 

 部局等及び

出納局 

室、課及び 

所 
担当課長 

 

  ［略］     ［略］    

  ［略］    ［略］   

 

商工労働観

光部 労政能力開

発課 

 ［略］  

商工労働観

光部 雇用対策・

労働室 

 ［略］  

  ［略］     ［略］    

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、平成 21年１月５日から施行する。 
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